
   住宅新築資金等貸付事業特別会計

議案第５号 

令和３年度桑名市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

令和３年度桑名市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５,２３６千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、５００千円と定める。 

令和３年２月１９日提出 

三重県桑名市長   伊 藤    徳 宇
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               地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び          地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
               当該年度末における現在高の見込みに関する調書          当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元 金 償 還
見 込 額

千円 千円 千円 千円 千円
7,866 3,300 3,300 0

(1)
住 宅 新 築 資 金 等
貸 付 事 業

7,866 3,300 3,300 0

7,866 3,300 3,300

当該年度中増減見込み
当 該 年 度 末
現 在 高
見 込 額

１ 普 通 債

合　　　　　計

区      分
前 前 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高
見 込 額
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